
別表第１

建築士事務所登録申請書類一覧 （正１部・副２部提出　※副本は正本の写し（コピー）可）
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法人 ○ 記入なし ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

個人 ○ 記入なし ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○

法人 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― △

個人 ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ― △

※有効期間満了の日前３０日までに提出
○：要　　－：不要　　△：必要に応じ要

別表第３

建築士事務所登録事項変更届書類一覧 （正１部・副２部提出　※副本は正本の写し（コピー）可）
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○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― △

○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― △

○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ― ― ― △

注１．手数料については一級建築士事務所は15,000円、二級及び木造建築士事務所は10,000円を島根県証紙で正本に貼付すること。

添付書類

施行規則第19条適用書類

要綱第５条適用書類

新規登録

申請書
（第５号書式）

※注１

添付書類

施行規則第19条適用書類

更新登録

注３．「建築士住所等の届出」は管理建築士及び所属建築士について、建築士の住所、業務の種別、勤務先名（建築士事務所にあってはその名称及び開設者氏名（法人の場合
　　法人名称））及び所在地に変更があり、過去に届出をしていない場合添付を要する。

注２．建築士法第24条第2項に規定する講習の修了証をいう。ただし、平成20年11月27日時点で登録が有効な建築士事務所については、その建築士事務所の
　　管理建築士が変更されない限り、平成20年11月28日から3年以内は添付を要さない。（更新の場合）

届出書
（別記様式
第５号）

要綱第５条適用書類

個
人

氏名

住所

名称 ○ ○ △

○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ― ― ― ―

代表者 ○ ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ○ ― ― ― △

取締役
監査役 ○ ― ― ― ○ ― ― ― ― ― ○ ― ― ― ―

○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ― ― ― ―

○ ― ― ― ― ― ― ― ○ ― ― ― ― ― △

○ ― ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― △

○ ― ― ― ― ― ― ○ ○ ― ○ ― ― ― △

○ ― ○ ○ ― ― ○ ― ― ― ― ○ ○ ― △

○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ― △

○ ― ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ △

○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ △

※変更が生じた２週間以内に届出
○：要　　－：不要　　△：必要に応じ要

別表第４

建築士事務所廃業届書類一覧 （正１部・副２部提出　※副本は正本の写し（コピー）可）

届出書（別記様式第６号書式）

業務を廃止したとき ○

開設者が死亡したとき（個人登録） ○

破産したとき ○

法人が合併により解散したとき ○

法人が破産又は合併以外の事由により解散したとき ○

個人⇔法人 ○

一級⇔二級⇔木造 ○

※３０日以内に届出

建築士事務所名称

法
人

所在地

役員氏名

役員の
氏名及
び役名

建築士事務
所所在地

管理建築士

所属建築士

区分 届出者

開設者

注３．個人登録の場合開設者が別人となる変更はできない。廃業届を届け出たうえ、新規登録申請を行うこと。

注４．管理建築士の入所又は退所による変更の場合は、変更事項は管理建築士及び所属建築士の２事項に該当する。

開設者

建築士

建築士氏名

登録区分の変更

開
設
者

管理建築士氏名

注２．「建築士住所等の届出」は管理建築士及び所属建築士について、建築士の住所、業務の種別、勤務先名（建築士事務所にあってはその名称及び開設者氏名（法人の場合
　　法人名称））及び所在地に変更があり、過去に届出をしていない場合添付を要する。

清算人

名称

法人

役員及
び役名

管理建築士

注１．建築士法第24条第2項に規定する講習の修了証をいう。ただし、平成20年11月27日時点で登録が有効な建築士事務所については、その建築士事務所の
　　管理建築士が変更されない限り、平成20年11月28日から3年以内は添付を要さない。（更新の場合）

個人

相続人

破産管財人

役員であった者
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